
 

 

大学のまち京都・学生のまち京都推進会議開催要綱 

 

（趣旨） 

第１条 「大学のまち京都・学生のまち京都推進計画 2019-2023」の施策等を着

実に推進するため、また、広い視野から大学のあり方や大学と都市との関係

について、大学関係者、行政、産業界、その他各界の専門的な見地及び市民

の立場から幅広く意見を求めることを目的として、大学のまち京都・学生の

まち京都推進会議（以下「推進会議」という。）を開催する。 

２ 推進会議は、京都市と公益財団法人大学コンソーシアム京都が協働で開

催・運営する。 

（委員） 

第２条 推進会議に参加する委員は、学識経験のある者その他市長及び公益財団

法人大学コンソーシアム京都理事長（以下「理事長」という。）が適当と認め

る者のうちから、市長及び理事長が依頼又は任命する。 

２ 前項の規定により依頼又は任命する委員の人数は、２０人以内とする。 

（任期） 

第３条 委員の任期は、２年とする。ただし、任期の満了は、委員となる日の

属する年度の翌年度の末日とする。 

２ 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 委員は、再任されることができる。 

（座長の指名等） 

第４条 市長及び理事長は、委員のうちから推進会議の座長及び副座長を指名

する。 

２ 座長は、推進会議の進行をつかさどる。 

３ 座長に事故があるときは、副座長がその職務を代理する。 

（招集） 

第５条 推進会議は、市長及び理事長が招集する。 

（専門部会） 

第６条 市長及び理事長は、特定の事項を調査及び検討するため、必要と認め

るときは、専門部会を開催することができる。 

２ 専門部会の部会長は、推進会議委員の中から市長及び理事長が指名する。 

３ 専門部会委員は、推進会議委員、大学関係者、学識経験のある者、その他

部会長が適当と認める者のうちから、市長及び理事長が依頼又は任命する。 

(参考資料)



 

 

（庶務） 

第７条 推進会議の庶務は、総合企画局国際都市共創推進室及び公益財団法人

大学コンソーシアム京都において行う。 

（委任） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の開催に必要な事項は、総合

企画局長が定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 
附 則 

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 


